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第７回南相馬市教育委員会臨時会会議録 

 

１ 開催日 

  令和６年６月２５日（火） 
 
２ 場 所 

  南相馬市役所 本庁舎２階 教育長室 
 
３ 会議時間 

  開会 午後２時２０分 
  閉会 午後２時３０分 
 
４ 出席者 

  教 育 長 大和田 博 行 
  教育長職務代理者 髙 野 惠以子 
  委      員 和 田 菜 子 

 委      員 山 邉 彰 一 
 
５ 欠席者 

 委      員 金 子 まゆみ 
 
６ 説明のため出席した者の職氏名 

  次長兼教育総務課長 大 石 雄 彦   
  

７ 傍聴人 

 ０人 
 
８ 書 記 

  教育総務課総務係長 加 藤 安枢子 
 
９ 報告事項及び議案 

  議案第２８号 南相馬市学校のあり方検討会設置要綱を定める件について 
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午後２時２０分 開会 

 

○教育長 

  只今から第７回南相馬市教育委員会臨時会を開催いたします。 

金子委員は都合により欠席となりますが、出席委員は定数に達しておりますので、

会議を開催して参ります。 

   

  「議事日程第１ 会期及び議事日程の決定」についてですが、会期は本日１日限

り、議事日程はお手元の資料のとおりといたします。 

 

  次に、「議事日程第２ 書記の指名」についてですが、教育総務課加藤係長を指名い

たします。 

  では、「議事日程第３ 提出議案の説明及び審議」に入ります。 

議案第２８号「南相馬市学校のあり方検討会設置要綱を定める件について」を議題

といたします。  

議案内容の説明を求めます 

 

○教育総務課長 

 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。御質問等ございませんか。 

 

○教育長 

  改めて確認ですが、要綱第３条にある「対象校」は、適正化の対象校のことを指す

のか、適正化の方向性として統合となる場合は統合の相手方まで含めて対象校として

いるのか、どちらになりますか。 

 

○教育総務課長 

  統合の場合の相手方は含まず、適正化を検討する対象校のみを指しています。 

 

○教育長 

  その場合、学校のあり方検討会の検討結果が「統合」となっても、その相手校を含

まないで提出することとなります。鹿島小学校と八沢小学校の統合の際は、両校の関

係者が入った形で統合に関する意見を提出して頂きました。 
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○教育総務課長 

  今回制定する設置要綱の第３条第５号で「その他教育長が必要と認める者」と定め

ております。あくまでも例えですが、太田小学校で学校のあり方検討会を立ち上 

げ、方向性として他校との協議が必要な流れとなれば、第３条第５号に基づき、相手 

方の学校のＰＴＡ役員等を委員に追加することを可能としております。 

 

○教育長 

  その場合、委員の人数を１０人以内としていますのでその人数に収まるのか、とい

う点があります。更に、中学校まで含め小中一貫校の新設を希望するとなった場合に

は、更に人数が多くなるかと思います。 

 

○髙野職務代理者 

  私は真野小学校と鹿島小学校の統合の際、鹿島小学校の代表としてこのような検討

会の委員を務めました。その際、それぞれの学校関係者として、ＰＴＡ代表、未就学

児保護者の代表として同じ人数ずつ検討会に入っていました。両方の学校の代表者が

入るほうが良いと思います。 

 

○教育総務課長 

  基本的に「対象校」とは適正化の検討を行う対象校単独となります。検討が進み、

統合という方向性が出てきた場合、その相手方の学校でも同様にあり方検討会を立ち

上げ、協議をして頂き、更に話が進んだ場合は合同で検討会を開催する形を想定して

います。 

  市としては適正化計画を持っておりますが、今回のあり方検討会においては現状の

まま学校運営を続ける、統合を検討するなど、ゼロベースから検討を行いますので、

要綱の中で予め相手校のことを想定するのではなく、この形の要綱案としたところで

す。 

 

○教育長 

  承知しました。 

 

○山邉委員 

  今ほどの形でそれぞれの学校であり方を検討した結果、お互いに「統合したい」と

いう方向性になった場合、一つの検討会では委員の人数が１０人以内に収まらないの

で、合同検討会というような形で進めることになるということですね。 

 

○教育長 

 他に質問等ございますか。 
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  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

 なければここで質疑を終了します。 

 お諮りいたします。只今提案のありました、議案第２８号について、原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

 御異議なしと認め、議案第２８号については原案のとおり決定いたします。 

次に「議事日程第４ その他」に入ります。 

 

○教育総務課長 

 

  （今後の委員会日程を説明） 

 

○教育長 

  今後の日程について、御確認をお願いいたします。 

  その他ございませんか。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  ないようですので、以上をもちまして、南相馬市教育委員会臨時会を閉会といたし

ます。 

  

 

 

午後２時３０分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


